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今回は,中村喬宏先生の研究室におじゃまさせて頂きました｡
イタリアでの経験や,eラーニング,プライベート等お話し頂いて
いるうちに,ついに話題は禁断の ｢カエル｣へと進んでしまいまし
た･･････.
神大ローの七不思議の一つ,｢カエル｣の謎がついに解き明かされ
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【民訴法の学者になったきっ力叫ナ】

大学三年生のときに,なん となく民事訴訟法

のゼ ミに入 ってみ ようと思い ました｡先生に

｢大学院 に行 きたい｣ って言 った ら,最初 は

｢やめ とけ｣ って言われたけど,弟子に して く

れたんですよ｡修士課程 を終 えたあと,博士課

程 までいこうかなと思 った頃に,将来大学教員

になるのかなって思い始めたのかな｡結局大学

三年のときに民訴のゼ ミに入 ったのが運の尽 き

とい うこと｡途中で科 目を変えようとい うよう

な根性 もなかったです しね｡

とい っても,民訴のゼ ミを選んだのには明確

な理由がありまして｡商法のゼ ミに入 っていた

友達から,商法は毎年のように改正があって大

変だ とい う話 を聞いて｡それで,当時ほぼ改正

がなかった民訴を選んだわけです｡で も修士課

程の途中で民訴 も全面改正 されて しまい,その

後 も毎年のように改正 されて,思惑通 りにはい

かなかったんですけどね (笑)｡

倒産法に触れることになったのは,教授や卒

業生の弁護士たちが集まるようなゼ ミに参加 し

ていた ときに,仲良 くなった弁護士の先生から

｢民訴の研究者になるなら実務 もよく知 ってお

いた方がいい よ｣ と言われたのがきっかけ｡そ

れで法律事務所でち ょっとアルバイ トさせても

らうことになったんだけど,その先生は倒産法

の専門だったから,仕事 も倒産関係が多 くて,

それをや ってるうちに倒産法 も面白いなと思 っ

てきて始めることになった と｡

結局のところ,民訴を選んだのも倒産法を選
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んだのも,成 り行 きで, つて ところですかね｡

【イタリアについて】

･なぜイタリアに留学?

僕が通 っていた慶応大学では,大学院在学中

に外国留学に行 く, しかも皆 ドイツに留学する,

とい う不思議な不文律が当時あって｡だから留

学すること自体はもう決めていたんだけど,皆

が ドイツに行 くのでは面白くないなと思いまし

てね｡ 日本の民訴法は ドイツ経由のものだから,

ドイツの研究が重要だ とい うのは承知 していた

のですが,ここは新境地 を拓いて,別の国に行

ってみようと思 って｡それで探 したら,公費で

留学できるのはクウェー トとイタリアしかなか

ったんだけど,僕は音楽をや ってたこともあっ

て,イタリアが楽 しそうだなと思 って｡公費留

学生の採用面接のとき,周 りは音楽系や芸術系

の人たちばか りで,法律系なんて僕 くらい｡面

接官 も最初は ｢何 しに行 くの?｣ って感 じだっ

たけど,当時イタリアで民訴法の全面改正があ

ったので,その調査にい くって言ったら,それ

は奇特な人だとい うことになって,合格, とい

う感 じ｡

でも実は僕が行 っている間には改正 されなか

った｡延期,延期,の繰 り返 しで｡結局,僕が

日本 に帰 って きたす ぐ後 に改正 され ま した

(笑)｡ まあでも全面改正 とい うのがどんなに難

産か とい うことを経験することはできたわけで

すけどね｡
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･イタリアの裁判所

裁判所見学 とかは面白かったですね｡イタリ

アの法曹 とい うのは,不真面目なんです｡例え

ば,裁判官が,裁判所にスクーターで乗 り付け

てきて,ちょうど同 じくスクーターで帰ろうと

している裁判官を見つけて,通せんぼ してふざ

けあった りしている光景を見たことがあります｡

日本だ った ら,何や ってんだ とい う感 じで し

ょ? イタリアでは,法曹たるものどう振舞 う

べ きか, とい うような発想が全 くない らしい

(笑)｡いかにもイタリア人 らしく,法曹 も明る

く楽 しくって感 じでやってる｡ もちろん法廷内

ではきちっと仕事 していますけどね｡

それ と,イタリアでは裁判所の警備員が武装

しています｡拳銃ではなく軽機関銃で｡イタリ

アではマフィア関係の裁判 をすることが多いか

ら,法曹が標的にされることもあって,警備は

厳重で したね｡

裁判所の建物自体は,歴史的建造物 って感 じ

で, よかったですね｡

･民事手続の近代化について

イタリアでは,有史以来,法廷で弁論 を指揮

する裁判官 と,判決 を書 く裁判官を分離 してい

ました｡自由心証主義 とい うのがあるわけだか

ら,これは廃止 されました｡

次に, 日本でい う簡易裁判所の制度を充実さ

せることになりました｡イタリアでは ｢簡易｣

裁判所の くせに偉そうな顔するな, とい うよう

な風潮があって,利用 した くない と思 っている

人が多かった｡そこで,偉ぶ らない ように,ま

ず簡易裁判所たる建物をやめて, 日本語に訳す

と治安判事事務所 とでもい うのかな,公証人役

場のような,事務所形式にした｡そして裁判官

ち,法学部卒の,一定の社会経験を積んだ者で

あれば,そこら辺のおじさんおばさんでもよい

ことにした｡でも人数はなかなか集 まっていな

い らしいです｡無給だから (笑)0

まあでも,司法が大 きく転換するそうい う瞬

間に立ち会えたのはよかったですね｡

･イタリアの大学,司法試験事情

僕が留学 したフィレンツェ大学は,各学部校

舎が衝の中に散 らばっている感 じで した｡街自

体がキャンパスって感 じかな｡

また, 日本 と違 って,一般教養科 目は必修で

はな く,法律科 目ばか り取 っていればよか った｡

ただ, ラテン語が必修科 目だったのが,ち ょっ

と参 りました｡

それ と一つの科 目を,週に5コマやってまし

た｡例えば,民法 Ⅰの授業が,週に5コマある

感 じ｡特定の科 目を,集中してやって しまうの

で,密度が濃かったですね｡

イタリアにはロースクールがないので,法曹

になるには司法試験 を受けることにな ります｡

正確に言 うと, 日本 とは仕組みが違 って,裁判

官 ･検察官になるには法務官試験,弁護士にな

るには各地の弁護士会が行 う法務官試験に準 じ

た試験 を受けます｡確か25科 目くらいあって,

その中から総合的に何問か出る｡だから, 日本

でい う選択科 目にも全てに一応 目を通 しておか

なければな りません｡語学 も1科 目必修｡その

上,一定の数の欠員が出た ときにまとめて募集

するとい うや り方だから,試験が毎年行なわれ

るわけではない｡去年は5年ぶ りに行なわれた

のかな｡ さらに,法務官試験は全国で 1箇所で

しか行なわれず場所 を毎回変えるので,前回は

ローマで,次回は トリノで, とい う感 じです｡

イタリアにもやは り予備校本があって,結構

利用 されているみたいですね｡受験生は大体働

きながら次のチャンスを待 って勉強 しています｡

日本のような専業受験生はほとんどいないん じ

ゃないかな｡

【eラーニングについて】

･なぜeラーニングを導入?

前任の大学の頃か ら,法律学の世界にeラー

ニングを持ち込 もうとしていました｡ もともと

語学教育では使われていたのですが,アメリカ

では,法学教育にこそeラーニングを使用すべ

きだとい う議論があって｡定型の書式を取 り扱
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うとか, ロジックにしたがって物事 を進めてい

くとい う点で,コンピューターを法学教育に取

り入れることはなじみやす く, しっくり来るか

らですね｡前任の大学で,当時珍 しかったんだ

けど,学内LANを全教室に張 り巡 らせること

になって,それを自分が任 された, とい うのが

きっかけかな｡

eラーニングの肝は,講義 を受ける前に,学

生に予備知識 を与える, とい うことと,学生に,

均等に情報 を与える, とい うことです｡ もとも

と大学院では,教授の研究室に足 しげ く通 う学

生はおい しい情報が得 られて,そうでない学生

は冷た くあしらわれる, とい うのが当然だった

んだけど, ロースクールは違いますからね｡

神奈川大学に来ることになったのは, ロース

クールの教育にいかにeラーニングを浸透 させ

るか, とい うシンポジウムが横浜であって,そ

こで僕が講演 したときに,丸山先生がふら-っ

と現れて,｢うちもeラーニングや りたいんだ

けど,来 ませんか?｣ って声をかけてもらった

のがきっかけ｡

eラーニングのエンジン部分は買 ってきたも

のだけど,外形,デザイン,各データ-ベース

のプログラミング等はすべて僕がやっています｡

他のローに引けは取 らないはず｡今後は,黒板

の字 も読めるように,-イビジョンにしようか

と考えています｡電子問題集 とい うのも考えて

いて,合格者に作 ってもらおうと思 っているけ

ど,もし勉強になるなら学生にお願いするのも

ありかもしれないですね｡

eラーニングを始めた当初は,教員側は,初

めてのことだからぼちぼち慣れていこうか, と

い う感 じだったけど,学生側は,eラーニング

はむ しろ当然 と考えていて,ガンガン要望を出

してきていました｡だから,今のeラーニング

と1期生の頃のを比べると, もう名残 もない く

らい変わ りました｡

ただ,いいことばか りではな く,デメリット

もあります｡eラーニング上の情報 を鵜呑みに

してはいけない｡ちゃん と自分で裏を取 らない
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とO打ち間違い も考えられます しね｡受けとる

だけではない,自分で岨噂することが必要です｡

eラーニングは単なるツールだから,これです

べての情報が得 られるわけではないです し｡

【H21年の司法試験について】

･結果を受けて感想は?

結果 としてはち ょっと残念です｡教員か ら見

ると,この線から上のレベルだと受かるんだな,

とい うのがわかるような受か り方で した｡その

線が,想定 していたものよりは高かったな, と

い う印象｡その レベルまで求められているのだ

とすると,教員側 も,考え方を変えなければい

けない部分 もあると思います｡ もちろん,勉強

は学生自身がするものだから,僕 らは手助けし

てあげられるに過ぎないんだけど｡

僕は,試験対策 として予備校本自体 を否定 し

てはいませんが,あれだけを読んでも何の意味

もありません｡便利なツール として利用 しつつ

ち,通説や,最近の学説を理解するために基本

書を読むことは当然必要です｡倒産法の試験問

題 を見てもわかるけど,これはあの基本書のあ

そこに載 ってるよね, とい う出題が多い しね｡

【カエルについて】

･なぜ中村先生はいつもカエルに囲まれているの

か?

これは前任の大学で,ゼ ミのシンボルにして

いたもの｡ゼ ミごとに何かシンボルを作ろうと

い うことになって,中村ゼ ミはなぜかカエルが

いい とい うことになった｡以後,在学生から卒
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業生まで次々 とカエルの人形 を僕のところに持

って くるようになった (笑)｡それで,中村 と

いえばカエル,カエル といえば中村, とい うイ

メージが定着 して｡神奈川大学に来てからも,

そのイメージを捨て去 ることはで きなか った

(笑)｡ ローではやらないけど,学部生にはカエ

ルの人形 を使 って説明をすることがあります｡

緑のカエルが債権者で,黄色のカエルが連帯保

証人, とい う感 じで｡

ちなみに,そうい う意味ではレジュメも工夫

をしてい ます｡倒産処理法の授業では,A と

か Bとかを使 わずに,赤い服 を着てい る奴は

破産者,スーツ着て黒いネクタイしている奴は

銀行, とい う風に意識的にキャラを作 ってわか

りやすい ように｡

【プライベートについて】

音楽が好 きで,高校,大学ではオーケス トラ

をやってました｡ ビオラを｡だからイタリアに

興味があったんです｡今はす っか りやってない

けど｡10歳離れた弟がい るんだけ ど,当時僕

が使 ってた楽器に興味を持 っちゃって｡弟は肝

余曲折の末,音大に進学 して,今はプロのオー

ケス トラでやってる｡弟の人生僕が変えちゃっ

たかな (笑)0

休 日は,たまに料理をします｡イタリア料理｡

休 日にやる男の料理だから,凝 っちゃって｡パ

スタなんか手打ちした りして｡意外に買い物 も

好 きだった りするけど,釣 りとかそ うい う趣味

らしい趣味はないかな｡まあロースクールに関

わってからは,趣味に没頭するような暇はない

(笑)0

【最後に学生に対してアドバイス】

神奈川大学の学生は,勉強が足 りない とい う

気はしますね｡今は,学生の中の神様 とい うか,

あいつみたいにや らなければだめなんだ, と思

わせるような存在が減 っちゃったかもしれない｡

一期生で受かった連中なんかは,朝 8時から集

まって答案書 きまくって,中には手首を潰 して

しまって,左利 きか ら右利 きに変えた奴 もいた

くらい｡それ くらいやってました｡そうい う連

中は演習でも学者顔負けの議論をするわけだけ

ど,それをポカーンと聞いているのではな くて,

理解 しようと必死についていこうとしなければ

駄目です｡教科書に書かれていることについて

ち,これはおか しいん じゃないか, と疑問に思

う発想力が大事｡そ う思 うところが重要な論点

だった りします し｡

暗記については議論があるところだと思 うけ

ど,ある種のことは暗記 させる必要があるので

はないか と思います｡ もちろん丸暗記では意味

がない｡でも暗記で足 りることは暗記で済ます

こともありではないか｡そして,基礎的なとこ

ろ,定義 ･要件 ･効果,これ くらいは暗記 した

は うがいい と思います｡寝言でも言えるくらい

にね｡それ くらいのベースは必要ではないかな｡

インタビュー中,中村先生から電車の中でメモ書 き

しているとい うノー トも見せて頂 きました｡常に勉強

熱心な先生には本当に頭が下がる思いです｡今回はお

忙 しい ところありが とうございました ! これからも

よろしくお願い します !
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